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 令和８年 第４回三芳町教育委員会（３月臨時会）会議録 

開 会 日 時 令和８年３月３０日（月） 午後１時３０分 

閉 会 日 時 令和８年３月３０日（月） 午後２時１５分 

開 催 場 所 三芳町役場５階 ５０１会議室 

教 育 長 古川 慶子 

会議を主宰した者の職名・氏名  教育長 古川 慶子 

 職   名 氏   名 出 欠 適 用 

委員の出席状況 

委 員 

（教育長職務代理者） 
  池上  善一 出 席   

委 員   島田  喜昭 出 席  

委 員   多胡  晴子 出 席  

委 員   小山  幸宏 出 席  

職務のため出席 

した者の職氏名 

教育総務課・施設庶務担当 主幹 石﨑 裕司 

主任 中村 高朗（書記） 

説明のため出席 

した者の職氏名 

教育総務課長 中島 弘恵 教育センター所長 加藤 哲郎 

社会教育課長 小平  幸治 藤久保公民館長 吉田 徳男 

図 書 館 長 芹沢 利也 文化財保護課長 小川 智東 

給食センター所長 三澤 孝広 学校教育課主幹 石坂 和希子 

学校教育課指導主事 萬 将広  

 会 議 の 大 要 

(日程第１) 開会 開会宣言（教育長） 

会議録の承認 
３月定例会会議録は承認された。 

本日の会議録署名委員に、島田委員を指名した。 

(日程第２) 

教育長の報告 

（１）三芳町研究委嘱報告会の開催について 

（２）令和８年第２回三芳町議会定例会について 

（３）教育長退任について 

(日程第３) 議事 

議案第２７号 三芳町学校給食費規則の一部を改正する規則 

議案第２８号 三芳町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規程 

議案第２９号 中学生自転車通学等ヘルメット購入補助金交付要綱の一部を改正する件 

議案第３０号 三芳町学校運営協議会委員任命について 
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学校教育課主幹 

 委員 

〇議案第２７号 三芳町学校給食費規則の一部を改正する規則 

 学校教育課主幹より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 なし 

《採決の結果、議案第２７号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２８号 三芳町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規程 

 学校教育課主幹より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 なし 

《採決の結果、議案第２８号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２９号 中学生自転車通学等ヘルメット購入補助金交付要綱の一

部を改正する件 

 学校教育課主幹より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 なし 

《採決の結果、議案第２９号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第３０号 三芳町学校運営協議会委員任命について 

 学校教育課主幹より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 委嘱される方々に対し、あらかじめ学校から内容の説明や依頼を行ってい

るのでしょうか。一部の方からは、事前に説明がないままいきなり任命され

たとの話を聞いております。 

 基本的には、学校から委嘱対象者へ説明を行い、内諾をいただいている認

識でございます。学校より内諾いただいた方を事務局へ推薦いただき、教育

委員会に諮らせていただいております。しかし、委員からご指摘いただいた

ことを鑑みますと、おそらく充て職として委員を決めている部分について個

別に説明がされていない可能性があると思われます。改めて、学校に対して

充て職を含めた内諾確認の徹底を指導いたします。 

 本協議会は、地域と学校が一体となって学校を運営していく組織であると

認識しております。地域の方とのミスマッチが生じた場合、健全な運営がで

きなくなる可能性があります。次年度以降は、内諾の方法を含め、より望ま

しい方法を検討いただきたいと思います。 

 ご指摘いただいた内容につきましては、検討してまいります。 

 規則の６条に委員は１０名以内とし、次に掲げる者のうちの中に対象

学校の校長とあります。藤久保小学校・中学校について、校長先生を

含めると１１名となりますが、そのことについて説明をお願いしま

す。また、提出されたメンバについて変更が入る可能性はありますか。 
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 メンバの変更が発生する可能性がございます。その場合は次回以降の委員

会にてご報告いたします。 

 対象学校の校長先生は名簿にはないが、任命される対象者として理解して

よいのでしょうか。その場合、第１０条の５にある校長は、会議に出席し、

意見を述べることができるとあるが、第６条と１０条で整合性が取れ

ていないように思えます。 

 先の質問と併せて回答いたします。対象学校の校長について委嘱は行い

ません。ですので、藤久保小学校・中学校について委員の人数は１０

名となります。規則の６条と１０条については委員ご指摘のとおりで

すので、内容の見直しについて検討いたします。 

 

《採決の結果、議案第３０号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

(日程第４) 

協議・報告事項 
（１）令和８年第２回三芳町議会定例会一般質問概要説明 

(日程第５) 

その他 
（１）教育委員提案（令和８年度クラブ地域移行の方針について） 

(日程第６) 閉会 閉会宣言（教育長） 

事 務 連 絡 

次回教育委員会については、４月１０日（金）午後３時００分から開催することに決定した。 

閉会時間 午後２時１５分 

 


